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学年末・学年始め休業中の過ごし方 
 

 

新年度への期待が膨らむ中、準備や振り返りを行う学年末・学年始め休業が始まりま

す。各ご家庭で以下のことをお子さまと確認していただき、有意義な生活を送って欲し

いです。 
 

 

＜学年末・学年始め休業の意義＞ 

○家族の話し合いを大切にし、家族相互の理解を深め合う時間を持つ。  

○家の仕事を分担し、進んで家事に協力する。 

○自分の健康を管理し、自主的に学習や運動に取り組む。  

〇新年度の準備や今年度の振り返りを行う時間を持つ。  
 

 

 

１ 生活について  

○早寝早起きをし、進んで家の手伝いをする。 

○友達と遊ぶ時は、午後５時までに帰宅する。（4月1日以降は、午後６時までに帰宅する。） 

○外出時は｢①どこへ ②誰と ③何をしに ④いつ帰る｣を伝える。 
＊不審な電話があった時は、「わかりませんので、失礼します。」と言ってすぐに電話を切る。  

 

２ 学習・健康について  

〇自分のめあてをもち、計画を立て、春休みでなければできない体験や学習に取り組む。 

〇運動をして、体を鍛える。 
 

３ 事故防止について  

（１）交通事故  

○交通ルールを守り、自分の命を守る行動をする。 

○児童だけで自転車に乗るのは５・６学年と、交通安全教室の受講を終えた４学年のみ。 

ただし、その際の移動は学区内に限る。※成田街道は歩道が狭いため、走行しない。 

〇自転車に乗る時には、ヘルメットをかぶる。 
※自転車死亡事故の約７割は、頭部の致命傷だそうです。※警察庁HPより 

 ○「ながら運転」が令和6年11月1日より法律違反（16歳以上）となりました。 
※「ながら運転」とは…自転車を運転しながらスマホを見る、操作する、通話する。 

イヤホンを装着したまま自転車を運転する。 
 

（２）遊び  

○スマホやゲームの長時間利用は、脳や精神面の発達、生活習慣等への様々な悪影響が

指摘されています。→使用のルールを家族と話し合い、決めたルールは必ず守る。  

○公園ごとのルールを守って遊ぶ。 

○学校敷地内で遊ぶことは禁止です。自転車の乗り入れ・駐輪も禁止です。 

○危険が伴うと予想される場所での遊びは行わない。（工事現場、崖、踏切等） 

○貴重品の管理に気を付ける。（必要以上の額のお金を持ち歩かない。）  
 

４ その他 連絡先等   

児童の事故 市役所保健体育課 ４３６－２８７６ 

その他の緊急連絡について 市役所学務課   ４３６－２８５５ 
 

事故発生時や痴漢・不審者等に遭遇したら110番通報後、学校へ連絡をお願いします。 

二宮小学校（土・日は無人） 477-4567 前原派出所（学区内管轄）  478-5550 

薬円台派出所        466-3541 船橋東警察署（生活安全課） 467-0110 
 

５ 新年度登校日(始業式) 4月7日(月) 8時10分登校 3時間日課(給食なし) 11時30分下校 


